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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月22日(2016.11.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のプロセッサを用いた熱緩和のためのワイヤレス通信デバイスであって、
　第１の無線アクセス技術に従ってデータ呼を処理する第１の通信プロセッサと、
　前記第１の通信プロセッサに結合された第２の通信プロセッサと、
　ここにおいて、前記第１の通信プロセッサが、少なくとも１つの熱しきい値に達したと
きに前記第２の通信プロセッサに命令および前記データ呼に関連するセッション情報を送
ることによって熱緩和動作を実行し、
　前記第２の通信プロセッサが前記命令を受信し、実行し、
　前記命令が、前記データ呼を前記第２の通信プロセッサに転送し、第２の無線アクセス
技術に従って前記データ呼を処理するための命令を備え、
　前記セッション情報が、前記第２の通信プロセッサが前記データ呼を管理することを可
能にする
　を備える、ワイヤレス通信デバイス。
【請求項２】
　前記命令が、緊急通信を可能にするためのみの命令をさらに備える、請求項１に記載の
ワイヤレス通信デバイス。
【請求項３】
　前記命令が、前記第２の通信プロセッサにパケットデータ通信動作を転送するための命
令をさらに備える、請求項１に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項４】
　前記命令が、ストリーミングデータトラフィックを無効にするように前記第２の通信プ
ロセッサに指示する、請求項１に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項５】
　前記命令が前記少なくとも１つの熱しきい値に基づく、請求項１に記載のワイヤレス通
信デバイス。
【請求項６】
　前記熱緩和動作が、処理クロック速度を低減することと、受信データレートを低減する
ことと、送信データレートを低減することと、ストリーミングデータトラフィックを無効
にすることとからなるグループのうちの少なくとも１つを備える、請求項１に記載のワイ
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ヤレス通信デバイス。
【請求項７】
　前記第１の通信プロセッサが、前記少なくとも１つの熱しきい値に達したときに前記デ
ータ呼に関連するデータを前記第２の通信プロセッサに与える、請求項１に記載のワイヤ
レス通信デバイス。
【請求項８】
　前記データ呼に関連する前記セッション情報が、インターネットプロトコル（ＩＰ）ア
ドレス、サーバ識別情報、認証情報、制御情報、およびそれらの組合せのうちの１つまた
は複数を備える、請求項１に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項９】
　熱指示を取得する前記第１の通信プロセッサに結合された少なくとも１つの熱センサー
をさらに備える、請求項１に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項１０】
　前記第１の通信プロセッサがモデムを備える、請求項１に記載のワイヤレス通信デバイ
ス。
【請求項１１】
　前記第１の通信プロセッサが、送信機と受信機とからなるグループのうちの少なくとも
１つを備える、請求項１に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項１２】
　前記第２の通信プロセッサがモデムを備える、請求項１に記載のワイヤレス通信デバイ
ス。
【請求項１３】
　前記第２の通信プロセッサが、送信機と受信機とからなるグループのうちの少なくとも
１つを備える、請求項１に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項１４】
　前記第１の通信プロセッサが、前記第２の通信プロセッサよりも高いクロックレートで
動作することが可能である、請求項１に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項１５】
　前記第１の無線アクセス技術が、時分割ロングタームエボリューション（ＴＤ－ＬＴＥ
（登録商標））と、時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）と、周波数分割複
信ロングタームエボリューション（ＦＤＤ－ＬＴＥ）と、ユニバーサルモバイルテレコミ
ュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）と、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ）
ＧＳＭ進化型高速データレート（ＥＤＧＥ）無線アクセスネットワーク（ＧＥＲＡＮ）と
、全地球測位システム（ＧＰＳ）とのうちの少なくとも１つを備える、請求項１に記載の
ワイヤレス通信デバイス。
【請求項１６】
　前記第２の無線アクセス技術が、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ）と、汎
用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）と、ＧＳＭ進化型高速データレート（ＥＤＧＥ）と
、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ（登録商標））仕様または第３世代
パートナーシッププロジェクト２（３ＧＰＰ２）仕様の第２世代（２Ｇ）、第３世代（３
Ｇ）および第４世代（４Ｇ）ワイヤレス技術のうちの１つまたは複数を備える、請求項１
に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項１７】
　複数のプロセッサを用いた熱緩和のための方法であって、
　第１の無線アクセス技術に従って第１の通信プロセッサがデータ呼を処理することと、
　少なくとも１つの熱しきい値に達したときに第２の通信プロセッサに命令および前記デ
ータ呼に関連するセッション情報を送ることによって、前記第１の通信プロセッサが熱緩
和動作を実行することと、ここにおいて、前記命令が、前記データ呼を前記第２の通信プ
ロセッサに転送し、第２の無線アクセス技術に従って前記データ呼を処理するための命令
を備え、前記セッション情報が、前記第２の通信プロセッサが前記データ呼を管理するこ
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とを可能にする、
　前記第２の通信プロセッサにおいて前記命令を受信し、実行することと
　を備える、方法。
【請求項１８】
　前記命令が、緊急通信を可能にするためのみの命令をさらに備える、請求項１７に記載
の方法。
【請求項１９】
　前記命令が、前記第２の通信プロセッサにパケットデータ通信動作を転送するための命
令をさらに備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記命令が、ストリーミングデータトラフィックを無効にするように前記第２の通信プ
ロセッサに指示する、請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　前記命令が前記少なくとも１つの熱しきい値に基づく、請求項１７に記載の方法。
【請求項２２】
　前記熱緩和動作が、処理クロック速度を低減することと、受信データレートを低減する
ことと、送信データレートを低減することと、ストリーミングデータトラフィックを無効
にすることとからなるグループのうちの少なくとも１つを備える、請求項１７に記載の方
法。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つの熱しきい値に達したときに前記データ呼に関連するデータを前記
第２の通信プロセッサに与えることをさらに備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項２４】
　前記データ呼に関連する前記セッション情報が、インターネットプロトコル（ＩＰ）ア
ドレス、サーバ識別情報、認証情報、制御情報、およびそれらの組合せのうちの１つまた
は複数を備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項２５】
　熱指示を取得することをさらに備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項２６】
　前記第１の通信プロセッサがモデムを備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項２７】
　前記第１の通信プロセッサが、送信機と受信機とからなるグループのうちの少なくとも
１つを備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項２８】
　前記第２の通信プロセッサがモデムを備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記第２の通信プロセッサが、送信機と受信機とからなるグループのうちの少なくとも
１つを備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項３０】
　前記第１の通信プロセッサが、前記第２の通信プロセッサよりも高いクロックレートで
動作することが可能である、請求項１７に記載の方法。
【請求項３１】
　前記第１の無線アクセス技術が、時分割ロングタームエボリューション（ＴＤ－ＬＴＥ
）と、時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）と、周波数分割複信ロングター
ムエボリューション（ＦＤＤ－ＬＴＥ）と、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーショ
ンシステム（ＵＭＴＳ）と、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ）ＧＳＭ進化型
高速データレート（ＥＤＧＥ）無線アクセスネットワーク（ＧＥＲＡＮ）と、全地球測位
システム（ＧＰＳ）とのうちの少なくとも１つを備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項３２】
　前記第２の無線アクセス技術が、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ）と、汎
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用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）と、ＧＳＭ進化型高速データレート（ＥＤＧＥ）と
、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）仕様または第３世代パートナーシ
ッププロジェクト２（３ＧＰＰ２）仕様の第２世代（２Ｇ）、第３世代（３Ｇ）および第
４世代（４Ｇ）ワイヤレス技術のうちの少なくとも１つを備える、請求項１７に記載の方
法。
【請求項３３】
　その上に命令を有する非一時的有形コンピュータ可読媒体であって、前記命令が、
　第１の無線アクセス技術に従ってワイヤレス通信デバイスにデータ呼を処理させるため
のコードと、
　前記ワイヤレス通信デバイスに、少なくとも１つの熱しきい値に達したときに第２の通
信プロセッサに第２の命令および前記データ呼に関連するセッション情報を送ることによ
って、第１の通信プロセッサによって熱緩和動作を実行させるためのコードと、ここにお
いて、前記第２の命令が、前記データ呼を前記第２の通信プロセッサに転送し、第２の無
線アクセス技術に従って前記データ呼を処理するための命令を備え、前記セッション情報
が、前記第２の通信プロセッサが前記データ呼を管理することを可能にする、
　前記ワイヤレス通信デバイスに、前記第２の通信プロセッサにおいて前記命令を受信さ
せ、実行させるためのコードと
　を備える、非一時有形コンピュータ可読媒体。
【請求項３４】
　前記第２の命令が、緊急通信を可能にするためのみの命令をさらに備える、請求項３３
に記載の非一時コンピュータ可読媒体。
【請求項３５】
　前記第２の命令が、前記第２の通信プロセッサにパケットデータ通信動作を転送するた
めの命令をさらに備える、請求項３３に記載の非一時コンピュータ可読媒体。
【請求項３６】
　前記第２の命令が、ストリーミングデータトラフィックを無効にするように前記第２の
通信プロセッサに指示する、請求項３３に記載の非一時コンピュータ可読媒体。
【請求項３７】
　前記第２の命令が前記少なくとも１つの熱しきい値に基づく、請求項３３に記載の非一
時コンピュータ可読媒体。
【請求項３８】
　前記熱緩和動作が、処理クロック速度を低減することと、受信データレートを低減する
ことと、送信データレートを低減することと、ストリーミングデータトラフィックを無効
にすることとからなるグループのうちの少なくとも１つを備える、請求項３３に記載の非
一時コンピュータ可読媒体。
【請求項３９】
　前記命令が、前記ワイヤレス通信デバイスに、前記少なくとも１つの熱しきい値に達し
たときに前記データ呼に関連するデータを前記第２の通信プロセッサに与えさせるための
コードをさらに備える、請求項３３に記載の非一時コンピュータ可読媒体。
【請求項４０】
　前記データ呼に関連する前記セッション情報が、インターネットプロトコル（ＩＰ）ア
ドレス、サーバ識別情報、認証情報、制御情報、およびそれらの組合せのうちの１つまた
は複数を備える、請求項３３に記載の非一時コンピュータ可読媒体。
【請求項４１】
　前記命令が、前記ワイヤレス通信デバイスに熱指示を取得させるためのコードをさらに
備える、請求項３３に記載の非一時コンピュータ可読媒体。
【請求項４２】
　第１の無線アクセス技術に従ってデータ呼を処理することと、少なくとも１つの熱しき
い値に達したときに命令および前記データ呼に関連するセッション情報を送ることによっ
て熱緩和動作を実行することとを行うための第１の処理手段と、
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　前記命令を受信し、実行するための第２の処理手段と、ここにおいて、前記命令が、前
記データ呼を前記第２の処理手段に転送することと、第２の無線アクセス技術に従って前
記データ呼を処理することとを行うための命令を備え、前記セッション情報が、前記第２
の処理手段が前記データ呼を管理することを可能にする
　を備える、熱緩和のための装置。
【請求項４３】
　前記命令が、緊急通信を可能にするためのみの命令をさらに備える、請求項４２に記載
の装置。
【請求項４４】
　前記命令が、前記第２の処理手段にパケットデータ通信動作を転送するための命令をさ
らに備える、請求項４２に記載の装置。
【請求項４５】
　前記命令が、ストリーミングデータトラフィックを無効にするための命令をさらに備え
る、請求項４２に記載の装置。
【請求項４６】
　前記命令が前記少なくとも１つの熱しきい値に基づく、請求項４２に記載の装置。
【請求項４７】
　前記熱緩和動作が、処理クロック速度を低減することと、受信データレートを低減する
ことと、送信データレートを低減することと、ストリーミングデータトラフィックを無効
にすることとからなるグループのうちの少なくとも１つを備える、請求項４２に記載の装
置。
【請求項４８】
　前記データ呼に関連する前記セッション情報が、インターネットプロトコル（ＩＰ）ア
ドレス、サーバ識別情報、認証情報、制御情報、およびそれらの組合せのうちの１つまた
は複数を備える、請求項４２に記載の装置。
【請求項４９】
　前記少なくとも１つの熱しきい値に達したときに前記データ呼に関連するデータを前記
第２の処理手段に与えるための手段をさらに備える、請求項４２に記載の装置。
【請求項５０】
　熱指示を取得するための手段をさらに備える、請求項４２に記載の装置。
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